
【別 紙】 

第五次総合計画後期基本計画 策定体制 
 

 議  会 （意⾒聴取・議決） 庁  議 （原案の決定） 

市⻑、副市⻑、教育⻑、総合企画部⻑、財務部⻑、市⺠⽣活部⻑、危機管理監、福

祉保健部⻑、子ども未来部⻑、産業振興部⻑、都市整備部⻑、会計管理者、上下水

道局⻑、消防⻑、教育部⻑、議会事務局⻑              （計16名） 

庁内策定本部 （基本計画素案の策定、総合計画審議会運営） 

 
※施策方針別に設置（基本構想・前期計画を基本に６部会） 
※部⻑級と課⻑級で構成 

 

 

 

 

防災・生活 

・環境部会 

◎部会⻑（部⻑） 

 委  員（課⻑） 

産業・雇用 

部会 

◎部会⻑（部⻑） 

 委  員（課⻑） 

健康・福祉 

部会 

◎部会⻑（部⻑） 

 委  員（課⻑） 

教育・スポーツ

部会 

◎部会⻑（部⻑） 

 委  員（課⻑） 

関係各課等 
 

庁内作業部会 （基本計画素案の調整・策定、審議会分科会運営） 

庁内策定検討会＜各課・局・室等＞ （基本計画叩き台の検討・策定） 

会⻑・副会⻑・委員（委員には分科会⻑6名を含む）    

（計12名程度） 

総合計画審議会 （分科会案に基づく基本計画案の検討・集約） 

  

※施策方針別に設置（基本構想・前期計画を基本に６分科会） 
※委員は 5〜7 名（会⻑を含めて 6〜8 名） 

 

 

 

 

防災・生活 

・環境分科会 

◎分科会⻑ 

 

 

産業・雇用 

分科会 

◎分科会⻑ 

 

 

健康・福祉 

分科会 

◎分科会⻑ 

 

 

教育・スポーツ

分科会 

◎分科会⻑ 

 

 

審議会分科会 （素案に基づく基本計画案の検討） 
方針別に 

計画検討 

計画検討 

分科会案の提示 

事務局＜企画政策課＞ （計画策定全般） 

市   ⻑ 

諮問 

魅⼒・文化 

部会 

◎部会⻑（部⻑） 

 委  員（課⻑） 

自治経営 

部会 

◎部会⻑（部⻑） 

 委  員（課⻑） 

自治経営 

分科会 

◎分科会⻑ 

 

 

魅⼒・文化 

分科会 

◎分科会⻑ 

 

 

答申 

総合計画審議会及び分科会委員任期 
令和 3（2021）年 1 月 1 日~令和 4（2022）年 3 月 31 日 


